
 

 1 / 3 

 

空家に関する本市の地域特性と課題 

■住宅・土地統計調査からみた全国的な空家の状況 

(1) 住宅・土地統計調査によれば、調査開始以来、住宅総数は増加し続け、昭

和４３年に世帯数を上回り、平成２５年の１世帯当たり住宅数は１．１６

となっており、全国的にみて、住宅供給過多の状態であると言えそうです。 

(2) 空家数、空家率とも増加し続けており、平成２５年には、全国の空家率は、

１３．５％、空家総数８２０万戸に達しています。 

 

■住宅・土地統計調査からみた愛知県の空家の状況 

(1) 愛知県は平成２０年から５年間の住宅の増加率が全国１位で、活発な住宅

供給が続いています。平成２５年の１世帯当たり住宅数は１．１４となっ

ています。 

(2) 空家数、空家率とも増加し続けており、平成２５年には、愛知県の空家率

は、１２．３％、空家総数３４４万戸に達しています。 

 

■住宅・土地統計調査からみた豊明市の空家の状況 

(1) 住宅総数は、平成１０年以来増加し続けています。 

(2) 平成２５年の空家率は１０．８％、空家総数は３，３００戸です。 

(3) 総空家数、空家率、一世帯あたり住宅数は、平成１５年から２０年にかけ

て減少しましたが、平成２０年から２５年にかけて再び上昇しています。 

(4) 「その他の住宅」の空家数は、平成２０年から２５年にかけて減少してお

り、県内市町村の低い方から６番目です。 
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■豊明市空家等実態調査からみた豊明市の課題 

ア 高齢者世帯の増加に伴う課題 

 今後、空家の増加につながるとみられる「高齢者のみの世帯」及び「高齢

者単独世帯」（資料５の図４，５）の分布をみると、名鉄東海道線の南側及

び前後駅や二村台の豊明団地で高くなっています。このうち、名鉄前後駅

及び中京競馬場駅の南側では戸建て住宅が多く、かつ、高齢者単独世帯率

が高くなっているため、今後さらに空家が増加するおそれがあります。 

イ 空家所有者の認識に関する課題 

 空家の現在の状態や空家になってからの年数が「わからない」、空家の今

後の活用の「予定がない」とする空家所有者も多く（問６の８，１５）、所

有する空家に対する関心が低く、適切に相続・登記されないなど、管理意

識が不十分な空家所有者もみられます。 

ウ 管理不全な空家が引き起こす課題 

 管理不全となる可能性の高い建築年の古い空家、長期間の空家も多くあり

ます。（資料５の図８，９） 

 空家密度の高い地域（資料４の図３）では、密集市街地での防災（放火に

よる火災延焼や地震による倒壊）、衛生・景観（害虫発生や樹木の越境）、

防犯上の危険（不審者等の侵入）の危険性が増加するおそれがあります。 

 空家率もしくは空家密度の高い地域（資料４の図３，４）では、管理不全

の空家による不動産価値の低下、周辺地域に及ぼす影響が拡大し、地域住

民の生活不安の拡大、苦情発生のおそれがあります。 

 放置空家により地域全体のイメージが悪化し、定住人口の減少、地域活力

の低下、過疎化・空洞化等が進行するおそれがあります。 

エ 管理良好な空家の活用に関する課題 

 所有する空家を「売りたい・売ってもよい」、「貸したい・貸してもよい」

または「地域に有効活用してもらいたい」と考える空家所有者も意向調査

回答者の中で４割程度存在し（資料５の図１２，１３、問１５）、空家の流

通や転用を促す仕組みが求められます。 
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空家等対策計画の枠組み  （愛知県「空家等対策計画の作成に関するガイドライン」に基づき作成） 

◆空家密度の高い地域では、密集
市街地での防災、衛生、景観、防
犯上の危険性が増加する可能性 

【管理不全な空家が引き起こす課題】 

◆空家放置による不動産価値の低
下、周辺地域に及ぼす影響が拡
大し、地域住民の生活不安の拡
大、苦情等の発生 

◆空家放置により地域全体のイメー
ジが悪化し、定住人口の減少、地
域活力の低下、過疎化・空洞化
等の進行のおそれ 

愛知県「空家等対策計画の作成に
関するガイドライン」 

③ 地域の居住環境の
保全 

 
安全・安心に暮ら
し、住み続けられる
住環境の実現・保
全 
地域の活性化・まち
の魅力維持・向上 

① 空家の発生予防 

空家にしないため

の取組 

② 空家の適切な 

維持管理 

 

管理不全空家にし

ないための取組 

国等の施策 対策の基本的な方針 

考え方の設定 
（目的・視点） 

対策の基本施策 施策・事業 

空家に対する相談窓口の一元化、
空家情報や相談・問い合わせ内容
等を共用できるデータベース構築 

自治会等との連携による特定居住
物件等（老朽建築物、ごみ屋敷等）の
発生予防 

市ホームページ、広報紙等の活
用、チラシ・パンフレット等の作成・
配布、などによる情報提供 

所有者等による管理の原則の周
知、相談体制の充実、多様な主体
との連携 

高齢者世帯や単身高齢者等への
「生前相続対策」「相続登記」等に
関する情報提供 

空家予備軍、 

空家所有者等 

への啓発 

「空家等対策の推進に関する特別
措置法」の完全施行（平成 27 年 5

月） 

地域住民の生命・身体・財産を保
護するとともに、生活環境の保全
を図り、合わせて空家等の活用を
促進するために制定 

「空家等に関する施策を総合的か
つ計画的に実施するための基本
的な指針」を法に基づく空家等対
策の基本的考え方として策定 

「特定空家等に関する措置に関し、
その適切な実施を図るために必
要な指針」をガイドラインとして策
定 

 

空家の発生抑制、 

適正管理に向けた 

体制の整備 

空家の転用、 

跡地活用の促進 

まちづくりやコミュニティ活動支援
（移住定住促進、地域交流・振興、子
育て支援等の政策課題解決）施設とし
ての空家の利活用 

防災や地域の環境改善に向けた
跡地の利活用（オープンスペース、備
蓄場所、憩いの場など） 

特定空家等に対する 

除却促進と 

法に基づく措置の実行 

空家再生等推進事業（除却事業タイ
プ）の活用、危険空家等の除却・解
体に係る経費の一部助成 

行政指導での改善が見込めない管
理不全空家に対し、法に基づく特
定空家等の認定、勧告、命令等 

豊明市で顕在化しつつある課題 

【空家所有者の認識に関する課題】 

◆空家に関する問題意識が十分でない、 
適切に相続・登記されないなど 

空家所有者の管理意識の欠如 

【管理良好な空家の活用に関する課題】 

◆空家を売りたい・貸したい、地域で
活用してほしいと考える所有者も
存在 

【高齢化の進行にともなう課題】 

◆高齢者のみの世帯、高齢単身者世帯

の増加による空家の増加 

◆古い空家、長期間の空家も多く、管理
不全となるおそれ 

④ 空家の流通と利

活用 

 
空家の流動化及び 
地域資源としての
空家の利用促進 

空家バンクの開設・運用 
空家バンク全国版（国交省）への参
画 空家の流通促進 

 
不動産関連サービス 

の充実 

外部の専門家団体との連携体制 
づくり 

金融機関のリフォームローンの斡
旋、マイホーム借り上げ制度等の支
援制度の普及啓発 


